
アガルートアカデミー ▶ 社会保険労務士試験　中上級オリジナル問題集

2 ▶ １　総則

１　総則

問1　 労働基準法における「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろ
んのこと、採用、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条
件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいう。

（22答-1ｱ）✓Check■■■■■■

問1　× 法１条１項ほか。雇入れ（採用）は労働条件に含まれない。「労働
条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、安
全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一
切の待遇をいう。

問2　 労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充
たすべきものでなければならないとされ、労働関係の当事者は、こ
の基準を理由として労働条件を低下させてはならない。「この基準
を理由として」というのは、労働基準法に規定があることが、その
労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいう。

（23答-1ｱ）✓Check■■■■■■

問2　○○ 労働基準法１条１項、昭63.3.14基発150号。設問のとおりである。
したがって、労働条件の低下が社会経済情勢の変動等他に決定的な理
由があれば、本条に抵触するものではない。

問3　 労働基準法は労働条件の最低基準を定めたものであり、この最低
基準が標準とならないように、同法は、この最低基準を理由として
労働条件を低下させることを禁止し、その向上を図るように努める
ことを労働関係の当事者に義務づけている。

（H25-5B）✓Check■■■■■■

問3　○○ 労働条件の低下を禁止している相手方は、「労働関係の当事者」で
ある。つまり、個々の労働者や使用者のみならず、労働組合や使用者
団体に対しても、労基法を基準とした労働条件の低下を禁止している。
これは、御用組合的な労働組合が個々の労働者（組合員）の意思を無
視して労働協約を締結することもあるし、親会社が子会社の雇用する
労働者について、実質的に人事権を行使することがあるからである。

問4　 労働基準法第１条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間、解雇、
災害補償等の基本的な労働条件を指し、安全衛生、寄宿舎に関する
条件は含まない。

（H25-5A）✓Check■■■■■■

問4　× 法１条から法３条に規定する「労働条件」とは、賃金、労働時間は
もちろんのこと、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件
を含む労働者の職場における一切の待遇をいう。ただし、法15条に
より明示されるべき「労働条件」とは、絶対的明示事項及び相対的明
示事項に限られる。

問5　 使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実にそ
の義務を履行しなければならないが、使用者よりも経済的に弱い立
場にある労働者についてはこのような義務を定めた規定はない。

（H21-1A）✓Check■■■■■■

問5　× 法２条２項。法２条２項では、使用者のみならず、労働者に対して
も義務を課している。確かに個々の労働者が関与しない就業規則や労
働協約に個々の労働者が拘束されなければならないのは不自然との見
解もあるが、法２条１項では、「労働条件は、労働者と使用者が、対
等の立場において決定すべきものである」としており、同条２項は対
等の立場において決定された労働条件であることを法的前提（概念的
前提）として、労働者及び使用者双方に就業規則等の遵守義務を課し
たものである。
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2025年
の合格を
目指す方

試験2年前

試験の年（2025年）

試験の年（2026年）

メリハリのある講義でバランス良く学べる

段階的に理解しながら効率的に学べる

2025年合格目標 2026年合格目標

カリキュラムカリキュラム全体像全体像
1月 8月

試験試験

基
礎
講
義
＆
総
合
講
義

社会保険労務士は難関資格？
なぜアガルートなら合格できるのか？

速
習

6 7

白書対策講座講
座

5月ごろ

7月ごろ

入門総合カリキュラム

2025年1月～順次配信中

入門総合カリキュラム
2024年1月～順次配信中 ・初学者に適切な学習順序で順次教材を配信・発送

・合格の決め手と言われる過去問は「肢別」でお届け
・出題カバー率90％以上のテキスト

中上級カリキュラム

要点復習要点復習
2024年7月～配信

・学習経験者が重要知識を総ざらい
・本試験の択一式で30点以上の方

　社労士試験の難易度が高いと言われている理由として、択一式、
選択式合わせて10科目出題されるため、科目数が多く勉強する範
囲が膨大であることが挙げられます。また、択一式、選択式試験そ
れぞれの総得点と各科目に基準点が設定されており、全得点が合
格ラインに到達していても、基準点に到達してない科目が一つでも
あると、不合格となってしまいます。そのため、苦手分野を作らず
幅広くバランスの良い学習が必須となり、学習コストが高い点が、
難しさの一つです。

社労士試験は試験範囲が広く
各科目に基準点の設定がある

　アガルートの講座では、出題範囲をまんべんなく押さえたテキス
トと優先順位をつけたメリハリのある講義でバランスの良い学習
が可能です。まずは全体像を理解してから細かな知識を身につけ
ていくため、段階的に理解しながら効率的に学ぶことができます。
また、通常のインプットとは違い科目を横断して周辺知識や関連性
のある知識を学習する特別講座も用意しているため、各科目知識
を整理しながら定着を図ることができます。

アガルートの講座なら
バランスの良い学習で最短合格を目指せる！

入門総合 中上級

カリキュラム基礎講義＆総合講義 カリキュラム総合講義

中
上
級
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

ー フル ライト ー フル ライト

講義時間 約191時間 約215時間 約205時間 約137時間 約163時間 約154時間

価格 79,800円
（税込87,780円）

158,000円
（税込173,800円）

128,000円
（税込140,800円）

148,000円
（税込162,800円）

198,000円
（税込217,800円）

178,000円
（税込195,800円）

教育クレジットローン
（12回）を利用すると 月々約7,320円～ 月々約14,490円～ 月々約11,740円～ 月々約13,570円～ 月々約18,150円～ 月々約16,320円～

中上級カリキュラム

2025年7月～販売開始予定予告

アガルートなら

分割手数料
無料

2026年
の合格を
目指す方

試験1年前

試験1年前（2025年）

2025年
の合格を
目指す方

社労士試験の知識をゼロから丁寧に学びたい方、

学習経験はあるもののもう一度基礎から知識の

定着を図りたい方向けに、合格に必要な各講座

をオールインワンにしたパッケージです。

入門総合カリキュラム

中
上
級
総
合
講
義

中上級カリキュラム

社労士の学習経験者向けに基礎的な説明を省いて

点数につながる箇所にウエイトを置いた講座です。

本試験の択一式で30点以上とれる方はこのカリ

キュラムが近道です。

初学者向けのおためし講座

キックオフ社労士
2024年1月～販売中

初学者向けのおためし講座

キックオフ社労士
2025年1月～販売中

2025
試験の年試験の年

直前対策
実践実践に強くなるに強くなる

2025年5月～順次配信

…フルカリキュラムのみ付属

選択式集中特訓講座講
座

法改正対策講座講
座

実力確認答練テ
ス
ト 全8回 模擬試験テ

ス
ト

過去問マスター答練テ
ス
ト

直前対策
実践実践に強くなるに強くなる

2025年5月～順次配信

…フルカリキュラムのみ付属

選択式集中特訓講座講
座

科目横断整理講座講
座

法改正対策講座講
座

実力確認答練テ
ス
ト 全8回 模擬試験テ

ス
ト

過去問マスター答練テ
ス
ト

アガルートアカデミー ■ 社会保険労務士試験　過去問テキスト

2 ▪ 第１章　総則⑴　労働憲章

第１章　総則⑴　労働憲章
問題1 
H28-1ｱ
■■■■■■

労働基準法第１条は、労働保護法たる労働基準法の基本理念を宣
明したものであって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に
考慮されなければならない。

解答1　〇〇 法１条、昭22.9.13発基17号。労働基準法にはこれといった目的条文（目
的規定）は存在しないが、労働者の人権保障的原則を法１条から法７条ま
でに定めており、この部分を「労働憲章」と呼ぶことがある。中でも、法
１条は、労働者に人格として価値ある生活を営む必要を充たすべき労働条
件の保障を宣明したものとされる。

問題2 
H27-1A
■■■■■■

労働基準法は、労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営む
ための必要を充たすべきものでなければならないとしている。

解答2　〇〇 法１条１項。「人たるに値する生活」とは、憲法25条１項の「健康で文化
的な最低限度の生活」（生存権）を意味する。ただし、労働基準法は賃金を
受ける労働者を対象とするため、生存権の基準よりもやや高い程度のもの
と解されている。

問題3 
H30-4ｱ
■■■■■■

労働基準法第１条にいう「人たるに値する生活」には、労働者の
標準家族の生活をも含めて考えることとされているが、この「標準
家族」の範囲は、社会の一般通念にかかわらず、「配偶者、子、父母、
孫及び祖父母のうち、当該労働者によって生計を維持しているもの」
とされている。

解答3　×× 法１条、昭22.9.13発基17号。「人たるに値する生活」とは、「健康で文化
的な生活」を内容とするものである。人たるに値する生活のなかには労働
者本人のみでなく、その標準家族をも含めて考えるべきものであるとされ
ているが、当該標準家族の範囲は、その時その社会の一般通念によって理
解されるべきものであるとされている。

問題4 
R04-4A
■■■■■■

労働基準法第１条にいう「労働関係の当事者」には、使用者及び
労働者のほかに、それぞれの団体である使用者団体と労働組合も含
まれる。

解答4　〇〇 法１条２項、昭63.3.14基発150号ほか。設問のとおりである。なお、法
１条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、
災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場に
おける一切の待遇をいう（雇入れ（採用）は労働条件に含まれない）。

問題5 
R03-1A
■■■■■■

労働基準法第１条第２項にいう「この基準を理由として」とは、
労働基準法に規定があることが決定的な理由となって、労働条件を
低下させている場合をいうことから、社会経済情勢の変動等他に決
定的な理由があれば、同条に抵触するものではない。

解答5　〇〇 昭63.3.14基発150号。設問のとおりである。なお、本条は訓示的規定の
ため、罰則の定めはない。

問題6 
H28-1ｲ
■■■■■■

労働基準法第２条第１項により、「労働条件は、労働者と使用者が、
対等の立場において決定すべきものである」ため、労働組合が組織
されている事業場では、労働条件は必ず団体交渉によって決定しな
ければならない。

解答6　×× 法２条１項。確かに法２条１項は労働組合との団体交渉による対等の立
場において労働条件を決定することを想定したものである。しかし、労基
法は労働組合が組織されていない事業場をも想定し、就業規則による労働
条件の規制を中心に据えている。労働組合が組織されている事業場におい
ても、労働組合に団体交渉を強制することは労働協約の締結を強制するこ
とにもつながる。したがって、労働条件を団体交渉で決定したかどうかは、
法２条１項の関知するところではない。

☞総合講義 労基法
テキスト 11 頁
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着実に理解できる着実に理解できる
肢別過去問集肢別過去問集付き付き

いわゆるいわゆる授業授業

白書対策講座講
座

科目横断整理講座講
座

社労士　　　　カリキュラム
2024年11月～販売中

キックオフ速習

カリキュラム スピード講座

入門総合

カリキュラム総合講義

ー フル ライト ー

講義時間 約191時間 約217時間 約207時間 約40時間

価格 79,800円
（税込87,780円）

208,000円
（税込228,800円）

138,000円
（税込151,800円）

39,800円
（税込43,780円）

教育クレジットローン
（12回）を利用すると 月々約7,320円～ 月々約19,070円～ 月々約12,650円～ 月々約3,650円～

キックオフ

スピード講座

ー ー

約90時間 約35時間

138,000円
（税込151,800円）

39,800円
（税込43,780円）

月々約12,650円～ 月々約3,650円～


